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海外渡航歴があると、
どのような課題があるのか？

国立国際医療研究センター　国際感染症センター

　　竹下　望

司会　それでは後半は、「海外渡航歴があると、どのような
課題があるのか」というテーマで、海外渡航歴と感染症の
問題について国立国際医療研究センターの竹下先生よりお
話いただきます。
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渡航歴を聞くようなことに携わっていない方にも理解して
いただけることを目標にまとめましたので聞いてください。

竹下　皆さん、こんばんは。国立国際医療研究センターの
国際感染症センターに勤務しております、竹下と申します。
国際感染症センターが何をやっているのかあまりご存知な
いかも知れませんが、普段は感染症内科とトラベルクリニッ
クを担当しております。

　今日はこういう話題にしたのは、恐らくここに来ている
方は「海外渡航歴を聞くのは当たり前じゃないか」と思わ
れていると思います。しかし、実際には、海外渡航歴を聞
いていなくて問題になっている患者さんがいますし、カン
ファレンスで海外渡航歴を聞いているかと尋ねると「聞い
ている」と答える医療者は多いものの、当直などで実際に
一緒に勤務すると実は聞いていない現場に遭遇します。そ
こで、その動機付けとして渡航歴を聞くことの重要性を教
えることが大事なのではないかと思い、自分自身も頭の中
を整理する機会になりますので、今回このようなお話をさ
せていただくことにしました。今日はここにいらっしゃる
方で診療所や病院などで実際に診療にあたっている方はど
のくらいいらっしゃるのでしょうか。今回は、患者さんに
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　「渡航歴を聞いているか」と聞くと、ほとんどの方が「聞
いている」と言うのですが、実際はあまり聞いていないと
いう状況があることをお話しましたが、「何を聞いているか」
ということも聞いています。そして「なぜ聴取する必要が
あるのか」ということも考えていただければと思います。
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本レクチャーシリーズは、国立国際医療研究センター国際医療研究開発費（27 指 4）「国際的なマスギャザリング（集団形成）により課題となる
疾病対策のあり方の検討（分担研究者 和田耕治）」の助成にて行われました。
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　実際の診療の流れを説明しますと、患者さんが来る時に
どういうコンパートメントに分かれているかというと、こ
のようになります。もちろん入院も入って来ますが、基本
的には受付から入ります。電話で受付する方もいますし、
突然病院に来る方もいらっしゃいます。直接やって来て、
初めて医療スタッフと対面するわけです。問診を受けたり、
受付から問診までの間に他の患者さんと一緒に待合室にい
たりします。問診をして、診察をして、検査をする場合は
その間また待合室で待つことがあります。待合室ではまた
他の患者さんと一緒に過ごします。放射線を受ける場合は
放射線技師さんと、採血をする場合は採血を担当する看護
師さんと、説明や会計をする時はその担当者と、投薬をす
る場合は薬剤師さんと対面します。いかがでしょうか。今、
ご説明した通り、患者さんは多くの人と対面しています。
電話の場合はそうでもないですが、病院ではまず受付で１
人、問診と診察で医師や看護師のうち少なくとも 1人、検
査をするところで 1人、薬剤師 1人と、最低でも 4人が対
面します。しかもこれは待合室にほかの患者さんが誰もい
ない場合です。少し混んでいるクリニックなどで患者さん
が 5人くらい待っている場合は、合計で 9人が接触してい
ます。

市販の風邪薬を飲んだが、まだ熱がある。そして、友人が
インフルエンザになったと聞いたと言っています。下痢も
あると言っていて、そしてそれはお腹が痛くてトイレから
出られないというほどではないようでした。もともとは特
に大きい病気の経験もないということでした。
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　そこで医師はまずインフルエンザの検査をするのですが、
結果は陰性でした。それで、冬場に多い病気ということで
感染性の腸炎と考え、整腸剤を飲んでゆっくりするように
伝えました。体調がそうひどく悪そうでもないのでそれで
良いだろうということで、経過観察することにしました。
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• 

• 
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　しかし、この方には実は渡航歴がありました。パプア
ニューギニアに 3週間くらい行っていて、帰国してすぐに
症状が出ていました。そのことが 2回目の受診で分かり、
それなら旅行者下痢症でしょうということで、抗生物質を
使って様子を見ることにしました。

Plasmodium falciparum　(Parasitemia at 22.7%)  
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　分かりやすいように、症例を提示します。2008 年の例で
す。26 歳の日本人の男性が発熱と下痢で来ました。20 代
ですからよく病院に来る年齢ではないですが、冬場の発熱
と下痢ですから、それほど珍しいことではありません。前
の晩から熱があり、倦怠感もあるので受診したと言います。
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　しかし、抗生物質を使っても 3日間経って熱が下がりま
せん。そうこうしているうちに、同行した人も熱が出てほ
かの病院に行ったところ、マラリアと診断されました。そ
れを聞いて慌てて自分も検査をしようと思ったのですが、
その時には発熱が続き、肝機能障害も併発して当センター
の病院に運ばれてきました。実際の例から年齢や場所は少
し変えてありますが、このような実例がありました。

　渡航歴を最初に聞いていませんでした。次に聞いた時に
も、聞いただけで終わってしまっていました。血液検査を
して、マラリアだと分かったわけです。マラリアの寄生率
が 22.7% でした。日本人では、熱帯熱マラリアと診断され
たら入院になります。1%を超えると中等症から重症となり、
3〜 5%を超えてくるとかなり重篤であるという部類に入っ
てきます。それが 22.7% なので、患者さんのご家族に「助
けられないかも知れません」と説明しなくてはならない程
度です。

　この方は、すぐにキニーネというマラリアの薬と抗生物
質の両方を使って改善傾向にはなったのですが、翌日には
意識障害を起こしました。髄膜炎の可能性もあるというこ
とで、腰椎穿刺を行って検査したところ、脳マラリアとい
う診断結果になりました。合併症の中でも重篤な部類に入
ります。意識障害は治療後 10 日くらいで何とか改善しま
したが、高次機能障害が残りました。もともと大学院で勉
強している方だったのですが、症状が重い時は、掛け算の
九九ができないほどでした。色々なリハビリを行って 1年
くらい経って、復学することができました。

• 

• 
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　この場合は結局、インフルエンザの検査はしていました。
陰性でした。この検査をしたこと自体は問題ないですが、
渡航歴を聞いていなかったわけです。国内で生活している
ことを前提にしていますので、国内では通常見られない感
染症が鑑別に入らなかったわけです。これが 1つの大きな
キーワードです。まずは鑑別に入らないと検査もできない
ということです。海外旅行者が増えているとはいえ、パプ
アニューギニアに行かれている方はそう多くありませんか
ら、医師側から聞かないといけないということです。

　外国人の入国者数も日本人の出国者数は、これだけ増え
てきている、そして世界の旅行者数はもっと大きなカーブ
を描いて増えていっているという事実があります。また、
これからも年々増えていくだろうと予測されています。そ
ういう中で、2020 年のオリンピックの開催時期に想定され
ることも見えてくるのではないかと思います。特にアジア
からの旅行者は非常に多いと思います。
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　マラリアがどのような病気かというと、熱帯感染症なの
ですが、重要なのは、健常人であっても、もともと大きな
病気などをしていなくても、検査や治療が遅れると、重症
化して死亡することもあるということです。早期治療が非
常に重要な疾患です。潜伏期間は 1〜 2週間くらいですが、
もっと長い場合もあるので帰国直後とは限らないため、医
師側から聞かないとなかなか分かりません。患者さんは、
自分の海外旅行と発病している症状が関係していると思っ
ている場合は自分から言ってくれます。当センターでも、
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トラベルクリニックに来る患者さんは、旅行と病気に関係
があると思っていて自分から言ってくれるのですが、例え
ば救急外来などではあまり言ってくれません。「最近どこか
に行っていませんか」「1カ月以内に行っていませんか」な
どと聞かないと教えてくれません。

　マラリアに関しては、薬剤耐性化が少し問題になっては
いるものの、抗マラリア薬が有効ですから、適切な治療が
行われれば治療できるのですが、一般の風邪に効く抗生物
質だけを出していたりすると治療はうまくいきません。マ
ラリアを考えずに治療しているという状態では改善できな
いわけです。
　また、症状は発熱が主体なので、この症状があればマラ
リアだという判断ができません。だから検査をしなくては
いけません。患者さんが診察の時に「私はマラリアです」
と言ってくれればいいのですが、そんなことはありません
ので、やはり医師側が診断しないといけません。診断は、
血液塗抹標本のギムザ染色というものになります。どうい
うことかと言いますと、血液を採って、ガラス板に引いて、
顕微鏡で見なくてはいけないということです。それができ
る施設であれば、保険適応でできる検査なのですが、中小
規模の施設ではできないところもあります。用意している
ところもありますが、なかなかできないところも多いと思
います。血液検査迅速検査というものもあって、血液を 1
〜 2滴採って診断できるものもあるのですが、残念ながら
これはまだ国内では承認されていません。専門的なクリニッ
クでは別途、検査方法を用意していると聞きますが、一般
的には用意されて施設はなかなかないようです。
　また、予防内服という方法で事前に予防することはでき
ます。これから海外に行く人や、一度マラリアになったこ
とがある人について事前に情報があれば、予防することも
できます。
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• 

• 

• 

WHO  guidelines  for  the  treatment  of  malaria
Cochrane  Database  Syst  Rev.  2012;6:CD005967.
Lancet.  2010  Nov  13;376(9753):1647-‐57.  
BMC  Research  Notes  2010,  3:104

　重症マラリアには、基本的に急いで抗マラリア薬を使わ
なくてはいけないのですが、抗マラリア薬はすべての医療
機関にあるわけではありません。脳マラリアは、子どもの
データですが、25%くらいは後遺症が残ると言われていま
す。基本的には入院して治療が必要なのですが、先ほどの

ような例になってくると、場合によっては人工呼吸管理や
人工透析が必要になってきます。やはり重症の時には集中
治療室が必要になってきます。今、国際的には、キニーネ
の注射とアーテスネートの注射が有効であると言われてい
ますが、両方とも日本ではまだ承認されておりません。重
症のマラリアになったという時点で、日本では一般の保険
適応での治療というと不十分です。そういうこともあり、
日本では熱帯病治療研究班といって、31 施設で用意してい
て、そういう専門の施設に運んでいただければ治療ができ
ます。しかし、未承認薬を使うし、31 施設でしか治療がで
きないという意味では、非常に大変です。

WHO:	  World	  Malaria	  Repot	  2009	13	

　国別に色をつけてマラリアの流行地域を示した地図です。
東南アジアおよびアフリカ、中南米から帰ってきたという
旅行者には、マラリアを鑑別に入れなくてはいけないとい
うことになります。

•  
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　マラリアの疫学指標を示していますが、西アフリカが非
常に多くなっています。
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　海外渡航歴があるとどのような課題があるかということ
ですが、1つ目としては、日本では通常見られないような
疾患を考慮する必要があるということです。渡航歴を聞い
て、「ない」と答えられれば、いくつかの疾患を鑑別に入れ
なくてよくなり、マラリアの検査もしなくてよくなるわけ
です。「ある」と言われたら、「どこですか」と聞いてマラ
リアがいない地域に行っていたと分かれば、マラリアの検
査はしなくていいわけです。鑑別疾患がかなり変わってく
るということです。
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The	  Economist:	  RohAp://www.economist.com/news/middle-‐east-‐and-‐africa/21610250-‐many-‐sierra-‐leoneans-‐refuse-‐take-‐advice-‐medical-‐experts-‐ebola-‐death	  	19	

　60 歳男性の例です。2014 年 11 月です。発熱と下痢があ
りました。血圧や脈拍はそれほど崩れていませんでした。
この方は西アフリカのリベリアの首都モンロビアから帰国
して数日だという情報もありました。11 月 20 日に帰国し
て、31 日から発熱していました。そして下痢もありました。
糖尿病の持病がありましたが、それほど大きな問題という
わけではありませんでした。そこで血液検査をしたところ、
熱帯熱マラリアだと分かり、抗マラリア薬を使って治療し
ました。この方は、きちんと検査を受けられて、適切な治
療も受けられたわけです。

　ちょうどこの時期、エボラ出血熱のアウトブレイクが話
題になっていて、リベリアにも多くの患者さんがいました。
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保健所（ただし、検疫所から�連絡�都道府県等）
○発熱と過去1か月以内�流行地域�滞在歴を有するエボラ
出血熱を疑われる患者情報を探知した場合�、当該者�自宅
待機を要請する。

○エボラ出血熱疑似症患者に準じ、移送を決定し、都道府県
へ報告。都道府県から厚生労働省に報告。（自宅にて診断※１）

特定又�第１種感染症指定医療機関（感染症病床内）
○発熱など�症状や所見、渡航歴※３、接触歴※４等を総合的に判断し※５、保健所と検査�実施について相談を
行う。
○検査を実施する場合�、検体（血液（血清含む）、咽頭拭い液、尿等）�採取を行う※６。

保健所
○症例について�概要を取りまとめ、
都道府県等へ報告
○検査�実施を都道府県等と相談

エボラ出血熱疑い患者が発生した場合�自治体向け標準的対応フロー（ステップ１）（※）
平成26年10月24日版

都道府県等
○厚生労働省へ報告、検
査�実施について厚生労
働省と相談
○検査�実施を決定
○国立感染症研究所へ
検査依頼

厚生労働省
○専門家�意見も踏まえ、
検査�実施�有無につい
て助言
○検査を実施する場合に
�、国立感染症研究所へ
検査依頼

※当該対応�、今後�状況により変更予定

※１ 医師�資格を有する職員がエボラ出血熱疑似症患者�診断を行うこと。
※２ 地域�実情に応じて、特定又�第1種感染症指定医療機関�専門家へ�協力依頼や消防機関と�連携等、必要な調整をあらかじめ関係機関と行うこと。
※３ 現在流行している地域�西アフリカ�ギニア、リベリア、シエラレオネ
※４ これまで発生�報告があるアフリカ地域�、上記※３に加え、ウガンダ、スーダン、ガボン、コートジボアール、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、ナイジェリ

ア、セネガル、マリ。エボラ出血熱患者やエボラ出血熱疑い患者�血液など�体液等と�直接接触や現地�コウモリなどと�直接的な接触
※５ 鑑別を必要とする疾患�、他�ウイルス性出血熱、腸チフス、発しんチフス、赤痢、マラリア、デング熱、黄熱等
※６ エボラ出血熱診断マニュアル（国立感染症研究所 病原体検出マニュアルhttp://www.nih.go.jp/niid/images/lab-manual/ebora_2012.pdf）を参照

検査を実施する場合検査を実施しない場合

行政による対応終了
（入院勧告・措置解除）
注）必要があれ�、フォロー

（別添）

自治体による移送※２及び入院勧告・措置

検査を実施する場合�自治体向け標準的対応フロー（ステップ２）へ

入国後、発熱等を呈した滞在歴
を有する患者

特定又�第１種感染症指定医療機関以外�医療機関
○発熱を呈する患者に過去1か月間�渡航歴を確認。
○発熱と滞在歴が確認できた場合�、エボラ出血熱疑
似症患者として保健所へ届出。検体採取�しない。

検疫所
○空港におけるサーモグラフィーによる体温測定
○全て�入国者・帰国者に対して、各空港会社�協力も得つつ、症状�有無に関わらず、過去21日以
内�西アフリカ�ギニア、リベリア、シエラレオネ又�コンゴ民主共和国�滞在歴を自己申告するよう、
呼びかけ。
○全て�入国者・帰国者に対して過去21日以内�ギニア、リベリア、シエラレオネ�滞在歴を確認する
ことができるよう、各空港における検疫所と入国管理局�連携を強化。ギニア、リベリア、シエラレオネ
へ�２１日以内�滞在歴が把握された者について�、21日間１日２回健康状態を確認（健康監視）。
○コンゴ民主共和国�過去21日以内�滞在歴があり症状がない者�うち、過去21日以内に、エボラ出
血熱患者※�体液等と�接触歴がある者�健康監視、接触歴がない者�健康カードを配布。※疑い患者含む
○隔離、停留する場合、特定又�第１種感染症指定医療機関へ搬送。
○健康監視者�健康状態に異変があることを検疫所が把握した場合�、都道府県等へ連絡。

保健所

○届出を受理、都道府県�厚生労働
省へ報告。

○医療機関で�待機を依頼し、特定
又�第１種感染症指定医療機関へ移
送を決定。

連絡（健康監視中）

連絡

連絡

連絡

万が一
受診した場合

20	

　こちらは 2014 年 11 月の厚生労働省からの通知ですが、
エボラ出血熱疑いの患者さんが発生した場合の自治体対応
標準フローが出ています。過去 21 日間以内に西アフリカに
行っていた場合にどうすればいいかということで、対象者

の自己申告を検疫所で呼びかけていました。保健所の場合
は、必要に応じて保健所の指定する施設に受診を促すとい
うことになっていました。つまり、検査には前提条件が必
要だったということです。

　2例目のマラリア患者さんの例で言いますと、専門の医
療機関に搬送して、検査と治療を行う必要があったという
ことです。その場でマラリアの通常検査が行われましたが、
本当は感染対策が疑われる疾患に関する対応が必要だった
ということです。

• 

• 

21	

　頻度が少なくても感染が伝播すると公衆衛生上の大きな
問題が生じることが考えられますので、疾患によっては感
染対策を考慮する必要があると言われています。

	

22	
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１類感染症 　（７つ）�
感染⼒力力、罹罹患した場合の重篤性な
ど総合的な観点から危険性が極め
�⾼高い感染症�

●エボラ出⾎血熱 　●������� 　�
●クリミア・コンゴ出⾎血熱 　●ラッサ熱 　
●南⽶米出⾎血熱 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
●痘そう 　●��� 　�

２類感染症 　（５つ）�
危険性が⾼高い感染症�

●急性灰⽩白髄炎 　●結核 　●ジフテリア 　
●重症急性呼吸器症候群（病原体がコロ
ナウイルス属SARSコロナウイルスであ
るものに限る） 　●中東呼吸器症候群 　
●⿃鳥インフルエンザ（H5N1）�

３類感染症 　（５つ）�
危険性が⾼高くないが集団発⽣生を起
�し�る感染症�

●コレラ 　●細菌性⾚赤痢痢 　●腸管出⾎血性
⼤大腸菌感染症 　●腸チフス 　●パラチフ
ス�

４類：４２の感染症、５類：４�の感染症�

①

　感染症は、第 1類から第 5類までありますが、第 1類の
7つは、感染力、罹患した場合の重篤性など総合的な観点
から危険性が極めて高い感染症です。感染伝播様式とは別
にこのような形で設けられています。危険性が高い感染症

2013　厚労省■第１回　厚生科学審議会感染症部会　参考資料２　鳥インフルエンザA(H7N9)
の感染症法上の取扱い等について（参考資料）	

として第２類の 5つ、危険性が高くないが集団発生を起こ
しうる感染症として第３類の 5つが挙げられています。い
ずれもマスギャザリングで注意しなければいけない疾患で
す。

　これらは法律で規定されています。そしてそれぞれの疾
患を診る場所というのが決まっています。新感染症という
のは、診断がつかないような未知の疾患なので難しいので
すが、第１類感染症は第１種の指定医療機関で行うことに
なっていますし、第２類は第２種の指定医療機関になって

います。第３種以下は一般の医療機関で行えることになっ
ていますが、第１種の可能性を考える場合は、先ほどお話
ししたようにやはり指定の施設に転送しなければいけない
ということになります。
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①

　第 1類感染症と診断された場合は、このように医療従事
者が完全に防護できるような感染対策を行います。この防
護服を着るには、訓練しても慣れている人で 10 分、そうで
なければ 30 分くらいかかります。着るとかなり暑くて、判
断力をキープすることが難しいのですが、こういう格好で
検査や治療を行います。2014 年のエボラ出血熱が流行した
時期も、感染疑いの患者さんが来ると、当センターではス
タッフがこのような格好をして検査などをしていました。
検査手技自体は特別なものではなくて、血液検査をして、
検体を感染症研究所に送ったりしていました。実際の診断
はインフルエンザやマラリアも含まれました。
　第１類感染症と診断されたらと書いてありますが、診断
がつくまで感染対策が必要になります。特に、エボラ出血
熱のアウトブレイクのような時期においては、疑いの段階
で感染対策をしなければなりません。

26	

　2002 年には SARS の流行がありました。2009 年にはイ
ンフルエンザ、2013 〜 2015 年はエボラ出血熱、2014 年は
デング熱の流行が発生しました。2012 年〜はMERS の感染
拡大があり、最近話題にならないので関心が薄れているか
も知れませんが、いまだに対応が強化されている疾患です。
韓国でも感染拡大のニュースがありましたが、最初の段階

27	

国境なき医師団 Disease Control and Prevention Center 
2014	 28	

	

29	

国境なき医師団 Disease Control and Prevention Center 
2014	 30	

31	
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で海外渡航歴が聞けていないケースというのも要因の１つ
になっていました。しっかり対応していてもなかなか聞き
取れない部分もあるのですが、やはり飛沫感染というのは
速やかに広がってしまうので、きちんとした対応が重要だ
ということです。そして今は、2015 年からジカ熱が話題に
なっています。南米への旅行者も増えていますし、現地に
行って帰国されて心配して相談に来る方もいらっしゃいま
す。

• 

• 

• 

　世界では多くの感染症が出てきていますが、報道される
ニュースや、専門機関、行政機関などからの情報もありま
すが、それだけで感染症を判断するのは難しいかも知れま
せん。ただ、疑うことで対応は変えられるだろうと思います。
まずは鑑別する疾患に挙げられなければ、その次の感染対
策を行って検査をするという段階に進めないですし、その
次の治療にまで結びつきません。

33	

鑑別疾患にあげる	

感染対策・検査	

治療	

　サーベイランスは重要ですが、それも結局は診断の届け
出があって数を数えないとなかなか次のステップに行かな
いわけです。例えば、数がある程度見つかった場合は、そ
れなりに対応はできると思います。やはり臨床で働く人た
ちがきちんと診断をしていくことが重要なので、積極的に
診断をしていくつもりでいないと、なかなか見つけられな
いと思います。

34	

　それで、どのように鑑別疾患を考えていくのかというこ
とについて触れたいと思います。渡航歴というのは、大き
く分けて、地域と日程です。どこに行っていたかと、どれ
くらいの期間行っていたのかということです、
　どこに行っていたかというのは、それぞれの地域によっ
て流行している病気がありますので、それによって疾患が
考えうるということです。日程は、潜伏期間を見るためで
す。例えば、潜伏期間が 2〜 3日間しかない病気は、海外
旅行が１カ月前ということであれば考えなくて良くなりま
す。逆に、1カ月前の旅行だったけれども、マラリアの流
行地域であったならば、マラリアを鑑別から外すことはで
きなくなります。そのような形で潜伏期間を使って見てい
くことができます。

　　　

	  
35	

 

Leder	  K.	  Ann	  Intern	  Med	  158:	  456-‐68.	  2013	  -‐69	  
36	

　これは地域別の発熱疾患の罹患頻度です。世界のトラベ
ルクリニックでサーベイランスをとっていまして、海外か
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ら各国に帰国した人にアンケートをとって、どこからどこ
に行っていたのか、いつ行っていたのかを聞いています。
それを登録して解析したものになります。
　オセアニアはマラリアが非常に多いことが分かりますが、
これはオーストラリアにマラリアが行っている人が多くい
るというわけではなくて、パプアニューギニアやソロモン
諸島に行った人がたくさん含まれていますので、そういう
方々のマラリアの頻度が非常に多くなっているためです。
あとは、サハラ以南や西アフリカなどでマラリアが多くなっ
ています。東南アジアでは、マラリアはそれほど多くない
ですが、デング熱が非常に多くなっています。南アジアに
なると下痢症が多くなっています。
　少し説明が必要なのですが、「ワクチン予防可能疾患」の
欄がありますが、これは世界でワクチンによる予防が可能
な疾患のことです。そのため、南アジアではチフスが非常
に多いのですが、そういったものはここに入ってしまって
います。このサーベイランスではそのようになっています。
このワクチンは日本では現在、承認されていません。

• 
• 
• 

• 
• 
• 

• 
• 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A Humer, et al. BMJ 1996;312:953-956  

37	

　潜伏期間は、色々な分け方があるのですが、ここでは 10
日以内、3週間以内、3週間以上で分けられているものを紹
介します。マラリアは 2カ所にありますが、潜伏期間によっ
てどう捉えるかというので分けられています。特に、10 〜
21 日間はマラリアの中でも熱帯熱マラリアが重要になって
きますし、21 日以上のマラリアになると死に至るようなマ
ラリアではなくて、その他のマラリアというものになって
きます。

38	

　それとは別に、輸入感染症の鑑別は 2段階に考えていた
だきたいと思っています。緊急性と、確定診断をするかど
うかという観点です。

39	

　緊急性というのは、検査と治療をどうするか、速やかに
考えなくてはいけない疾患は何なのか、隔離はどうするの
かということです。このままここで検査をしていいのか、
このまま診ていいのか、それとも患者さんの話を聞いてか
ら必要に応じてマスクや手袋を取りに行けばいいのかとい
うことです。本当は対面して話を聞いてから対応するので
はいけません。先ほど受付について電話という記載があっ
たのはそのためです。国立国際医療研究センターでは、電
話の受付段階でリスクアセスメントができるように、海外
旅行帰りの発熱の方にはすべて聞き取ります。特に、風疹
や水痘のように空気感染や飛沫感染する疾患については、
最初から待合室も別にしてあります。そのようにしてきち
んと隔離するようにしていますが、それでもまだまだ色々
とすべきことはあると思っています。

 

 
 

　もう少し詳しく言いますと、緊急的な治療が必要な疾患
というのは、救急車で搬送されてくるイメージがあります
がそういうことではなく、敗血症や髄膜炎菌感染症、重症
熱帯熱マラリアなど、極めて速やかに治療を行う必要があ
る疾患を言います。僕らは研修などでは、こういった疾患
について速やかに治療薬を入れなさいという風に言われま
す。それから隔離などの対応が必要な疾患ということで、
ウイルス性出血熱やMERS などがあります。また、早期治
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療が望ましい疾患ということでは、熱帯熱マラリアがあり
ます。
　第１類感染症は、基本的には、エボラ出血熱などのウイ
ルス性出血熱、それからペストと、痘そうに分けられます。

●急性灰⽩白髄炎�
 　状況によっては第２種感染症指定医療療機関⼊入院�
 　接触感染対策（確認） 　�
●結核�
 　状況によっては指定の医療療機関（陰圧室または専⾨門病棟）�
 　空気感染対策 　�
●ジフテリア�
 　状況によっては第２種感染症指定医療療機関⼊入院�
 　⾶飛沫感染対策 　�
●重症急性呼吸器症候群�
 　第２種感染症指定医療療機関 　�
 　⾶飛沫感染対策＋接触感染対策�
●中東呼吸器症候群 　�
 　第２種感染症指定医療療機関�
 　⾶飛沫感染対策＋接触感染対策�
●⿃鳥インフルエンザ�
 　第２種感染症指定医療療機関�
 　⾶飛沫感染対策＋接触感染対策	

　それからぜひ第２類も見ていただきたいと思っています。
第２類はどのような感染対策をすれば良いかと言うと、例
えば急性灰白髄炎は状況によっては指定の医療機関で接触
感染対策をします。結核は、結核の専門医療機関で空気感
染対策をします。ジフテリアは、第２種の指定医療機関に
入院することになっていますが、入院するとすれば子ども
が想定されます。挿管の必要性や、不整脈のリスクなども
出てきますので、それなりの施設に行ってもらう可能性が
高いと思います。
　第２類には、SARS、MERS、鳥インフルエンザなど、国
際的にインパクトのある飛沫感染の感染症も入ってきます。
これらには飛沫感染対策と接触感染対策ということことに
なっていますが、実際には状況に応じてもっと感染レベル
を上げて対応することもあります。

• 

• 

• 

宿区の保健所と相談しながら行っています。慣れていない
医療機関であっても、保健所の方からどの医療機関に行っ
てもらった方がいいかなどのアドバイスをきちんとしても
らえます。自分たちの施設であまり抱え込まないことが大
事になります。疑ったら保健所に相談して、次のステップ
に進むことになります。

• 

	  

　他の代表的な検査では、重症熱帯マラリアは重症熱帯マ
ラリアの治療薬でなければいけないのですが、中等症、軽
症であれば、今は市販の治療薬もありますので、どの医療
機関でも対応はできます。標準予防策で十分ですから、診
断がついている場合は特別な感染対策の設備は必要ではあ
りません。デング熱に関しても特別な医療機関の制限はあ
りません。標準予防策ですし、検査に関しても重症な患者
さんに対しても検査ができるようになっています。
　レストスピラについては、マレーシアのマスギャザリン
グで集団感染したケースがありましたが、医療機関の指定
は特にありません。

	  

　実際の流れですが、第１類感染症と第２類感染症のうち、
保険診療内で診断ができる疾患は結核のみとなっています。
結核はどの医療機関でも検査ができますが、その他の疾患
は必要な検査を意図的にお願いしながら行わないといけま
せん。多くは疑い例を保健所に届けて、どうしたらいいで
しょうかと相談をしながら検査するかしないかを決定して
進めていきます。当センターも、新宿区にありますので新

　腸チフスとパラチフスは、最近色々な病院で増えてきて
いますが、感染対策上は医療機関の指定はありません。標
準予防策で対応しましょうということになっていますが、
実際は糞便や食事を介して感染が広がることがあるので、
トイレの共有は避けた方が良いと考えております。「絶対に
個室トイレでなければダメです」という規定はないのです
が、感染予防上は個室を使う方が望ましいと思います。赤
痢も同じような理由で、医療機関の指定はないのですが、
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トイレは個室が良いと思います。コレラも同じです。腸管
からの感染については、このような対策を行っています。

　いくつかの事例を挙げています。1つは、チフス感染の
原因が生サラダだったという東京都のケースです。渡航歴
のない人からチフスが出て、数日後にまた渡航歴のない人
からチフスが出ました。保健所が色々と調べたところ、生
サラダが特定されたという事例です。食中毒の原因になっ
ていたわけですが、マスギャザリングを考える上では考慮
した方がいいケースだと思います。

　赤痢も、食中毒と赤痢患者発生の事例として、福岡市で
報告されています。飲食店を原因とするコレラ集団発生事
例も埼玉県で報告されています。いずれも感染症研究所か
らの報告ですが、こういった食事を介した感染は起こりや
すいので、医療機関でも十分な注意をした対応を取ってい
ます。

• 

• 

• 

　実際には、こういった疾患の検査は、診断までに時間が
かかります。最近は、インフルエンザにしても、マラリア
にしても、15 分から数十分で検査ができる迅速検査診断が
増えてきています。しかし、多くの疾患は、特に培養検査
は長くて３日間もの時間がかかります。それが分かるまで
の間はどうするのかという問題があります。また、赤痢、
コレラ、チフスなどは、事前に患者さんに抗生物質が使用
されていると診断が難しくなります。外国から帰ってきて
発熱や下痢が続いていた時に、多くの場合は旅行者下痢症
で、感染性などが大きな問題にならない程度であれば、抗
生物質を出されてしまっている場合があるからです。最初
の病院で培養検査ができなくて抗生物質を出されてしまう
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ことはよくあります。そういう場合にも熱が持続していた
ので後から別の感染症であるという診断がついた、あるい
は診断がつかなかったということになります。そういう場
合についても注意が必要です。

　保健診療内のケースでの「感度、特異度の問題」ですが、
今は病原体の PCR 検査と言われているような、研究所レベ
ルで行う特別な検査が数多くあります。特別な疾患の研究
者がそういう状況でどこまでやるのかということが課題と
して残っています。

• 

• 

• 

　検査についてもう一つ申し上げておきたいのですが、鑑
別疾患によっては十分な感染対策を行えない環境では検査
を制限することもあると言われています。

　検体の取り扱いや、必要に応じた院内と院外との情報共
有について、事例を紹介します。

　私たちは感染症の対応について研修医をよく教育してい
るのですが、例えば「肺炎を疑ったら、絶対に喀痰のグラ
ム染色検査をやりなさい」と教育しています。これは実際
の症例ではないのですが、例として紹介します。
　24 歳の男性が発熱と咳で外来に来ました。聴診でラ音が
聞こえたので、肺炎の所見ですから、レントゲンを撮って
喀痰のグラム染色検査をしました。グラム染色とは、痰を
取って、それをガラス板に引いて顕微鏡で見ます。この状
況はいかがでしょうか。例えば、この患者さんが中東に行っ
ていてMERS 疑いがあったら、痰を取るときに被ばくして
いるし、適切な感染対策をしているかどうか分からない状
況で痰を処理しているのも危険です。リスクのある患者さ
んに対しては、そういう検査をしないということをちゃん
と教えることも実は重要です。
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　また、検体搬送も重要です。茨城県で郵便物が配送中に
破裂したという事件がありました。検体を入れていた箱に
ドライアイスを詰める順番が違ったために圧が上がって破
裂したというものでした。

　検体の取り扱い方法はきちんと決まっています。臨床の
ドクターがこういうことを知る機会というのもあまり多く
ないと思いますが、重要なことです。

hAp://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-‐kansenshou17/03.html	

　先ほどは感染症の分類をお話ししましたが、バイオセー
フティレベルでは病原体自体のリスクが分けられています。
リスクが 1〜 4段階になっていて、レベル 4が最もリスク
が高いです。

　検査室で検査をしている技師が感染曝露することがあり
ます。これには、臨床医が疑って「こういう感染の可能性
があります」と言うか、すべての感染症に対して適切名感
染対策を行いながら進めるかのどちらかでしか対応できま
せん。どの病院でもすべての感染症に対して、十分な感染
対策ができる環境で検査をするということが一般的になっ
てきてはいますが、そういう設備がどこにでもあるわけで
はないので、医師の方から検査担当者に「外国帰りの人で

• 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 
– 

• 
–  Shigella�
–  Brucella
–  Salmonella
–  Staphylococcus  
aureus�

–  Neisseria  meningitidis

CID	  2009;	  49:	  142-‐147/山元先生より	

すよ」というような特別なインフォメーションを出すこと
が必要かも知れません。

　1960 年代の感染症は、いかにも熱帯感染症という疾患が
並びますが、2000 年代の今ですと、赤痢、ブルセラ、サル
モネラなどがあります。ジャンボリーなどで話題になって
いる髄膜炎菌もあります。
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•  Francisella  tularensis

•  Bacillus  anthracis

•  Burkholderia  pseudomallei�  mallei�

•  Neissria  meningitidis�

•  Yersinia  pestis

山元先生より	

　Aarosol（粉じん）によって、舞って伝播する感染症はど
ういうものがあるかというと、野兎病、炭疽、類鼻疽、髄膜炎、
ペストなどがあります。バイオテロの想定となっているも
のもあります。こういう感染症を疑う場合は、検査室に十
分なインフォメーションを事前に伝えることが重要です。

　検査室職員の感染リスクを出していますが、ブルセラな
どはこのように高かったりします。曝露予防として抗生物
質を内服して予防する方法もありますけれども、できるだ
けこのようなことを未然に防ぐことが必要だと思います。

CID	  2009;	  49:	  142-‐147/山元先生より	
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　海外渡航歴があると、どのような課題があるのかという
ことについてまとめます。１つは、国内では通常見られな
い疾患を考慮する必要があるということです。2つ目は、
疾患によっては、その段階で感染対策をしないといけなく
なります。要するに、診断がつく前から感染対策は始まっ
ています。3つ目は、診断、治療を自分たちの病院だけで
行うのは実際問題としてかなり難しいということです。1
つの医療機関で行うのは困難なので、色々な医療機関と相
談したり、行政や研究機関と共同で進めたりしていく方が
良いと思います。特に数が増えるほど、複数の施設が共同
で行っていく必要があります。それをどのように進めてい
くかということは、一つの課題なのではないかと思います。

　そして、渡航歴を聴取すること、速やかに鑑別を行う必
要があること、診療場所を含めた感染対策をもう一度見直
すということを忘れないでください。
　以上です。ありがとうございました。


